
令和８年３⽉17⽇

厚⽣労働省労働基準局監督課

労働基準監督⾏政DXについて
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１．労働基準監督⾏政DXの概要
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労働基準監督⾏政DX

相談・申告
投書・電話・メールでの情報提供

労働災害報告 等

労働環境改善に
積極的な事業場

法違反が疑われる
事業場

デジタル労基署
・ ウェブサイト上で、法違反の未然防⽌や
⾃主的な改善の取組をサポート

・電⼦申請の利便性向上

リアル労基署 ・ AIを活⽤し、法違反や労働災害リスクの⾼い
事業場を選定し、限られたリソース（労働基準
監督官）を集中的に投⼊

・選定作業の効率化により、労働基準監督官の
監督指導件数を増加

マンパワーによる
アプローチ

デジタルによる
アプローチ

⾃主的な改善

労働基準監督官が⾏う業務

量の向上

○ＡＩ・ デジタル技術の活⽤により、労働基準監督官の監督指導のパフォーマンスを最⼤化する

質の向上

労働基準監督業務の今後

労働基準監督業務の現状

労働基準監督⾏政ＤＸ
＜ＡＩ・デジタル技術を活⽤して労働基準監督官が⾏う業務を効率化・精緻化＞

○ 法 令 周 知
説明会・⾃主点検を通じ
た法令周知・機運醸成

○ 監 督 指 導
法違反が疑われる事業場
に対する⽴⼊調査

○ 相 談 ⽀ 援
中⼩企業・⼩規模事業者
等に対する法令遵守に向
けた助⾔・提案

 労働基準監督署は全国321か所に設置。全国の労働基準監督官数は3,122⼈（令和６年度定員）。
※ ILOは、先進国では労働者１万⼈当たり監督官が１⼈以上いることが望ましいとしているが、⽇本は0.57⼈にとどまっている。

 監督指導件数は年間約16万件（全国の事業場（382万事業場）のうちの約４％程度）。

令和９年度からの運⽤開始に向けてウェブサイトを構築 AIによるデータ活⽤の⽅法を計画的に検討

DX推進体制
令和７年度以降
本省の組織体制を強化

令和7年２⽉20⽇ デジタル⾏財政改⾰会議
厚⽣労働⼤⾂提出資料

3

１．労働基準監督⾏政DXの概要



デジタル⾏財政改⾰ 取りまとめ2025（抄）
（20 2 5年6⽉1 3⽇デジタル⾏財政改⾰会議決定）

10．労働
＜利⽤者起点で⽬指す姿＞

育児や家族の介護の状況、本⼈の健康状態など、働く⽅々
がそれぞれの事情に応じて多様な働き⽅を選択でき、その有
する能⼒を最⼤限発揮できる働き⽅を実現できる社会を⽬指
す。そのためには、働き⽅が多様化し、事業者の労務管理の
在り⽅も多様で複雑なものとなる中、AI・デジタル技術を活
⽤することで、事業者が適切な労務管理を⾏い、安⼼・安全
で働きやすく魅⼒ある職場づくりを実現できるようにしてい
くことが重要な課題である。

＜実現に向けて必要となる取組＞
（１）労働基準監督⾏政DXの推進

我が国は、国際的にみて労働者数に対する労働基準監督官
の数が少ない中で、多様化する働き⽅や複雑化する労務管理
により⽣ずる課題に的確に対応するためには、AI・デジタル
技術を活⽤し、労働基準監督官が⾏う業務をより効果的・効
率的なものとする取組を進め、限られた⼈員で最⼤限の効果
を得られる監督指導体制を構築することが重要である。この
ため、AI・デジタル技術の活⽤により、労働環境改善に積極
的な事業場に⾃主的な改善の取組を促す⼀⽅、法違反が疑わ
れる事業場に対して限られたリソースを集中的に投⼊する取
組を進める。
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１．労働基準監督⾏政DXの概要

①事業者の⾃主的な改善の取組の促進
2027年度からの運⽤開始に向けて事業場ごとのマイ

ページ機能を設けたウェブサイトを構築し、各事業場の業
種や規模等に応じた法令改正の内容や助成⾦等の⽀援制度
等の情報を的確に提供する機能や、労働条件等に関する⾃
⼰診断の回答結果に応じて必要な資料の作成補助や、専⾨
家による個別⽀援を勧奨する機能等を盛り込むことにより、
法違反の未然防⽌や事業者の⾃主的な改善の取組を促進す
る。また、より多くの事業場が当該ウェブサイトを利⽤し、
法違反の未然防⽌や⾃主的な改善が図られるためには、労
働基準関連⼿続の電⼦申請を進めることが重要であること
から、ウェブサイトを通じた電⼦申請の利便性向上を図る
こととし、36協定届、就業規則届等、特に件数の多い⼿続
について、⼊⼒ガイドの追加やエラーチェックの強化等の
⽀援機能を充実する。
②AIを活⽤した監督指導対象事業場の選定等

現状では、全国的な課題や地域の産業構造、労働時間の
状況、労働災害の発⽣状況等を踏まえて対象事業場を選定
して監督指導を⾏っているところ、この監督指導対象事業
場の選定に関し、これらの労働基準監督署に蓄積した情報
等とAIを組み合わせることにより、法違反や労働災害リス
クの⾼い事業場をより効果的・効率的に選定する⽅法につ
いて、検証を⾏いながら早期の導⼊に向けた検討を進める。
③DX推進体制の強化

2025年度以降、厚⽣労働本省に「労働基準DX企画官」
を設置する等、労働基準監督⾏政DXの推進に向けた組織
体制を強化し、⾏政サービスの向上、業務運営の効率化の
取組を進める。



ウェブサイトを通じた法違反の未然防⽌や⾃主的な改善のイメージ
（令和９年度から 1 0年度にかけて段階的に運⽤開始）

１．労働基準監督⾏政DXの概要

・電⼦申請⽀援機能（②）により、労働基準法に基づく申請・届出を効率的に⾏えるようにする。
・企業マイページに登録（①）された事業場情報（業種、労働者数、所在地等）に応じて、法令改正の内容や助成⾦等の⽀援制度等の情報を的確に提供す

る（③）。
・労働条件等に関する「⾃⼰診断」を実施する（⑤）と、回答結果に応じて、⾃動的に改善点と改善⽅法を提⽰する（⑥）とともに、労働条件通知書等の

作成補助機能や、個別⽀援の申込機能を案内することにより、事業者の⾃主的な改善を総合的にサポートする。

企業の労務
管理担当者

e-Govを経由

新ウェブサイト

【事業場A】
・事業場名
・業種
・所在地
・常時使⽤する

労働者数 等

【事業場Ｂ】
・
・
・

企業マイページ 電⼦申請⽀援機能
①企業マイページに
事業場情報を⼊⼒

②事業場情報を活⽤した電⼦申請
※企業マイページに事業場情報を⼀度⼊⼒すれば

再度の事業場情報の⼊⼒は不要

③事業場情報に応じた、法令改正の内容や
助成⾦等の⽀援制度等の情報の的確な提供

④労働条件等に関する⾃⼰診断の依頼

⑥回答結果に応じた
改善点と改善⽅法
を⾃動的に提⽰

⾃⼰診断機能 労働条件通知書等
作成補助機能

個別⽀援申込機能

※ＧビズＩＤでログイン

⑤労働条件等に関する⾃⼰診断の実施

※メールアドレスあ
てに③・④の情報等
の掲載をお知らせ

・労働条件通知書や就業規則の作成を⽀援
・ガイドに沿って必要事項を⼊⼒すれば容易に⽂書が完成

・労働条件などについて専⾨的な⽀援を受けたい
場合は、ウェブサイトを通じて申込みが可能
（社会保険労務⼠、労働基準監督署）

③・④の情報等を企
業マイページに掲載

案内

案内



２．電⼦申請利⽤率の向上に向けた取組み
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電⼦申請件数と利⽤率（令和６年）
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就業規則（変更）届

３⼿続の合計

時間外・休⽇労働に関する
協定届

1年単位の変形労働時間制に
関する協定届

電⼦申請利⽤率（前年⽐）電⼦申請件数全申請件数（紙＋電⼦）

33.2% (+5.8%) 676,2582,039,035時間外・休⽇労働に関する協定届

52.0%    (+8.3%) 585,0551,125,556就業規則（変更）届

24.3%    (+6.4%)95,176391,701１年単位の変形労働時間制に関する協定届

38.1%    (+6.7%) 1,356,4893,556,292 上記３⼿続の合計

注：集計は労働基準行政システムに入力された

データを基に行っている。（令和３・４年分に

ついては、集計時点で当該データに不備が

あったため、別途特別に集計。）

(%) 過去５年の電⼦申請利⽤率の推移 ⽬標︓令和８年度までに50％（３⼿続の合計）
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電⼦申請利⽤率の向上に向けたこれまでの取組

• 電⼦申請可能なデータ容量を99MBに拡⼤し、本社⼀括届出が可能な事業場数を50事業場から30,000事業場に拡⼤（令和２年３⽉）
• 新型コロナウイルス感染拡⼤防⽌のため電⼦申請利⽤リーフレットを作成し（印刷部数10万部）、厚労省公式SNSで広報（令和３年１⽉）
• 時間外・休⽇労働に関する協定届の本社⼀括届出の要件を緩和し、電⼦申請の場合に限り、各事業場の労働者代表が異なる場合においても

本社⼀括届出の対象に（令和３年３⽉）

令和２年度

• 電⼦署名・電⼦証明書の添付を不要にし、社会⼠連合会あて周知依頼、厚労省公式SNSでの広報を実施（令和３年４⽉） 。
• ⺠間のソフトウェアから電⼦申請ができるようAPI仕様書を公開（令和３年６⽉）
• 「オンライン利⽤率引き上げに係る基本計画」を策定（⽬標︓時間外・休⽇労働に関する協定届、就業規則（変更）届及び１年単位の変

形労働時間制に関する協定届（以下「３⼿続」という。）について、令和５年度までに20％）（令和３年10⽉）

令和３年度

• 時間外・休⽇労働に関する協定届のエラーチェック機能を拡充し、⼀年単位の変形労働時間制に関する協定届について、電⼦申請の場合
に限り、本社⼀括届出の対象に追加（令和５年２⽉）

令和４年度

• 電⼦申請の対象⼿続に、建設の事業、⾃動⾞運転者及び医師に係る時間外・休⽇労働に関する協定届を追加したほか、６⼿続（※）につ
いて、電⼦申請の場合に限り、新たに本社⼀括届出の対象に追加（令和６年２⽉）

令和５年度

※） ６⼿続︓⼀か⽉単位の変形労働時間制（協定届）、⼀週間単位の⾮定型的変形労働時間制（協定届）、事業場外労働に関するみなし労働
時間制（協定届）、専⾨業務型裁量労働制（協定届）、企画業務型裁量労働制（決議届・定期報告）

• 「オンライン利⽤率引き上げに係る基本計画」を改定（⽬標︓３⼿続について、令和8年度までに50％）（令和６年12⽉）
• 労働条件ポータルサイト「確かめよう 労働条件」を改修し、３⼿続について、e-Gov との連携による電⼦申請機能を設け、届出の内容

が各事業場で異なる場合でも本社で⼀括届出ができるようにしたほか、本社⼀括届出の事業場⼀覧ファイルの添付誤りや管轄署の⼊⼒誤
りなどを防⽌する機能等を実装し、リーフレットの作成（印刷部数8万部）、厚労省公式SNS等での広報を実施（令和７年３⽉）

令和６年度〜
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労働条件ポータルサイト「確かめよう労働条件」の電⼦申請機能（令和７年３⽉ 3 1⽇運⽤開始）

既存の労働条件ポータルサイト「確かめよう 労働条件」の事業者向けサイト内に電⼦申請機能を設け、労働基準法に基づく届出の⼀括届出機能、エラー
チェック機能等を設けることで電⼦申請利⽤者の利便性向上を図るとともに、不備のある電⼦申請を減らし、労働基準監督署の業務効率化を図っている。

２．電⼦申請利⽤率の向上に向けた取組み

企業の労務管理担当者 審査・受理
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便利機能 エラーチェック機能

１ ⼀括届出機能
・協定等の内容が異なるものも含め、複数の事業場の届出を⼀括で電⼦申請可能

２ ⼀括届出事業場⼀覧の⾃動作成機能
・⼀括届出に必要な「⼀括届出事業場⼀覧（CSVファイル）」を⾃動で作成し、

電⼦申請に⾃動添付

３ 届出先の⾃動選択機能
・事業場の所在地情報を基に、各事業場の所轄労働基準監督署を⾃動選択

４ 申請リマインド・複写機能
・協定の有効期間が満了する30⽇前にお知らせメールを送信
・前回の届出内容を複写して初期表⽰し、変更点を修正するのみで新たな届出を

作成可能

e-Govを経由

１ 必須項⽬の⼊⼒チェック
・必須項⽬が⼊⼒されていない場合や、法令の要件を満た

さない値が⼊⼒されている場合にエラーを表⽰

２ ⽇付の相関チェック
・⼊⼒された⽇付が適正でない場合にエラーを表⽰

例︓協定の有効期間の終期が始期よりも後の⽇付になっ
ている場合、有効期間の終期が過去の⽇付になって
いる場合、協定の成⽴⽇が未来の⽇付になっている
場合 など

電⼦申請⽀援機能

※P5の新ウェブサイトに同等の電⼦申請機能を設け、当該ポータル
サイトは１年間の並⾏稼働期間を経て新ウェブサイトに統合予定

労働条件ポータルサイト「確かめよう 労働条件」※

ポータルサイト上で届出を作成



３．対応スケジュール
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労働基準監督⾏政DXの対応スケジュール

11

電⼦申請率
の向上に向
けた取組

令和６年度
Q1 Q2 Q3 Q4

システム開発

令和７年度
Q1 Q2 Q3 Q4

令和８年度
Q1 Q2 Q3 Q4

令和９年度
Q1 Q2 Q3 Q4

令和10年度
Q1 Q2 Q3 Q4

令和11年度
Q1 Q2 Q3 Q4

運⽤・周知

労働条件ポー
タルサイトの
電⼦申請機能
の開発

運⽤・周知

保守改修による機能改善

労働基準
⾏政DXの
推進

新ウェブサイ
トの構築によ
る事業者の⾃
主的な取組の
促進

予算要求・調達要件定義
初期構築①

（電⼦申請機能、プッ
シュ通知機能等）

運⽤・周知

初期構築②
（⾃⼰診断機能、コン

テンツ掲載等）

統合

保守改修による機能改善
（※）電⼦申請⼿続追加、機能追加等

AIを活⽤した
監督指導対象
事業場の選定

・・・AIを活⽤した監督指導対象
事業場の選定に係る概念実証

電⼦申請デー
タ等のデータ
活⽤に向けた
基幹システム
の整備

課題整理・
対応⽅針検討

予算要求・調達
（電⼦申請データの活⽤） ・・・システム改修

（電⼦申請データの活⽤）

概念実証で把握した
課題の対応⽅針を検討

令和10年度以降のウェブサイトを通じた法違反の未然防⽌や⾃主的な改善に向けて、現⾏の労働条件ポータルサイトによる電⼦申請率向上を図りつつ、
AIを活⽤した監督指導対象事業場の選定に係る概念実証と、電⼦申請データ等のデータ活⽤に向けた基幹システムの整備を同時並⾏で進める予定。

３．対応スケジュール


